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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第九回
野の

口ぐ
ち　

武た
け

則の
り

人
員
削
減
へ
と
一
転

　

前
回
か
ら
引
き
続
き
、
宮
内
公
文
書
館
が
蔵
す
る
大
正
期
の
「
進

退
録
」
を
読
み
進
め
る
。『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
編
集
ペ
ー
ス
を
上

げ
る
た
め
、
図ず

書し
ょ
の

頭か
み

の
鷗
外
が
主
導
し
て
大
正
八
（
一
九
一
九
）

年
以
降
に
人
員
拡
充
を
進
め
た
図
書
寮
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の

か
。

　

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
十
二
月
九
日
、
非
官
吏
の
雇
員
で
編
集

課
実
録
掛
の
中
野
斉
と
山
本
光
郎
が
辞
職
を
届
け
出
た
（
大
臣
官
房

総
務
課
、
大
臣
官
房
秘
書
課
「
大
正
十
年　

進
退
録
十　

判
任
官
以

下
の
部
」）。
二
人
は
こ
の
年
三
月
に
大
学
を
卒
業
し
、
四
月
に
採
用

さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
提
出
さ
れ
た
辞
職
願
の
宛
先
は
、
い
ず
れ

も
「
図
書
頭
森
林
太
郎
殿
」。
書
式
も
文
言
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、「
私
議
」

「
家
事
上
之の

都
合
に
依よ

り
」
と
理
由
が
書
い
て
あ
る
。

　

十
二
月
三
十
日
に
は
、
図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
へ
の
「
当
部
局
内

判
任
官
任
命
及
休
職
の
儀
内
申
」
と
題
す
る
文
書
が
作
成
さ
れ
、「
図

書
頭　

森
林
太
郎
」
の
下
に
鷗
外
の
花
押
が
記
さ
れ
て
い
る
。
山
本

と
中
野
の
二
人
を
、
官
吏
で
あ
る
判は
ん

任に
ん
か
ん官
に
相
当
す
る
編
修
官
補
へ

牧
野
伸
顕
大
臣
に
よ
る
官
制
改
革
の
影
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昇
格
さ
せ
る
と
同
時
に
休
職
と
し
た
。
昇
格
に
伴
う
昇
給
を
休
職
手

当
と
し
た
よ
う
だ
。
こ
の
他
に
も
十
一
月
と
十
二
月
に
は
、
実
録
に

関
わ
っ
て
い
な
い
職
員
計
二
人
が
図
書
寮
を
去
っ
た
。

　

だ
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
か
っ
た
。

　

図
書
寮
の
「
進
退
録
」
を
見
る
と
、
翌
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）

年
か
ら
局
面
が
一
変
し
た
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。
二
月
二
十
日
、

編
修
官
補
の
阿
部
勝
海
が
退
官
し
た
（
大
正
十
一
年
第
三
号
文
書
）。

大
正
九
年
一
月
に
採
用
さ
れ
、
実
録
編
修
に
携
わ
る
た
め
同
年
九
月

に
編
修
官
補
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
、
お
よ
そ
一
年
半
し
か
た
っ
て
い

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、大
正
十
一
年
二
月
十
二
日
付
け
で「
永
々

病
気
に
罹か
か

り
」
と
し
て
、
辞
職
願
を
「
図
書
頭
森
林
太
郎
殿
」
宛
て

に
書
い
た
。

　

二
月
十
六
日
、
図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
に
宛
て
た
阿
部
の
退
官
を

申
し
出
る
上
申
案
に
、
鷗
外
が
決
裁
し
た
花
押
が
記
さ
れ
て
い
る
。

二
月
十
二
日
付
の
医
師
の
診
断
書
ま
で
添
え
ら
れ
、「
病
名　

慢
性

加カ

タ

ル
答
児
性
中
耳
炎
兼
脳
神
経
衰
弱
症
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
退
官
手
当
給
与
の
儀
上
申
」
と
題
す
る
図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
に

宛
て
た
二
月
二
十
三
日
の
文
書
で
は
、「
左
記
の
者
今
般
病
気
に
由よ

り
本
官
を
免
ぜ
ら
れ
候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ

本
省
改
革
の
為た

め
已や

む
を
得
ざ
る
に
出い

で
た
る
次
第
に
付つ
き

」
と
し
て
退
職
手
当
を
出
す
よ
う
申
請
し
た
。

四
人
も
「
脳
神
経
衰
弱
」
の
不
自
然
さ

　

大
正
十
一
年
三
月
に
は
判
任
官
に
相
当
す
る
宮
内
属
の
飯
田
良
平

と
戸
田
次
郎
、
嘱
託
員
の
上
田
稔
の
三
人
が
病
気
を
理
由
に
退
官
し

た
。
三
人
と
も
退
官
に
関
す
る
書
類
に
添
え
ら
れ
た
医
師
の
診
断
書

に
、「
脳
神
経
衰
弱
症
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
大
正
十
一
年
第
五
、八
、

九
号
の
各
文
書
）。

　
『
職
員
録　

大
正
十
年
』（
内
閣
所
管
の
印
刷
局
が
発
行
）
に
は
図

書
寮
の
職
員
と
し
て
四
十
四
人
（
秋
山
光
夫
が
宮
内
属
と
編
修
官
補

を
兼
任
す
る
た
め
実
際
は
四
十
三
人
）
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
当
時

の
公
文
書
に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち
四
人
も
が
「
脳
神
経
衰
弱
症
」
を

同
時
期
に
発
症
し
た
と
い
う
の
だ
。

　

な
ぜ
同
じ
よ
う
な
医
師
の
診
断
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
に
公
布
さ
れ
た
宮
内
官

分
限
令
（
皇
室
令
第
十
五
号
）
は
、
第
一
条
で
「
宮
内
官
は
法
律
の

規
定
懲
戒
の
処
分
又
は
本
令
に
依よ

る
に
非あ
ら

ざ
れ
ば
其そ

の
官
を
免
ぜ
ら

る
る
こ
と
な
し
」
と
定
め
、
法
律
や
規
則
に
よ
ら
な
け
れ
ば
免
官
で

き
な
い
と
宮
内
官
の
身
分
保
障
を
定
め
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
高

等
官
、
奏
任
官
、
判
任
官
以
上
の
「
官
吏
」
で
あ
り
、
雇
員
な
ど
非

官
吏
の
下
級
職
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
う
え
で
第
二
条
に
免

官
で
き
る
ケ
ー
ス
を
定
め
、一
項
に
「
不ふ

具ぐ

廃は
い

疾し
つ

（
＝
重
度
の
障
害
）

に
因よ

り
又
は
身
体
若も
し
くは

精
神
の
衰
弱
に
因
り
職
務
を
執
る
に
堪
へ
ざ

る
と
き
」
と
あ
る
。
こ
の
「
精
神
の
衰
弱
」
を
適
用
し
た
と
み
ら
れ

る
。

　

こ
の
時
期
の
宮
内
省
で
は
、「
脳
神
経
衰
弱
症
」
を
理
由
と
し
た

免
官
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
大
正
十
年
二
月
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に
宮
内
次
官
の
石
原
健
三
が
辞
任
し
た
際
も
、「
脳
神
経
衰
弱
」
の

た
め
静
養
が
必
要
と
い
う
侍
医
補
の
診
察
書
が
辞
職
願
に
添
え
ら
れ

た
（
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
秘
書
課
「
大
正
十
年　

進
退
録

一　

高
等
官
の
部
」第
六
六
号
文
書
）。
た
だ
し
、実
際
は
皇
太
子（
後

の
昭
和
天
皇
）
と
久く

に邇
宮の
み
や

良な
が
こ子
（
後
の
香こ
う

淳じ
ゅ
ん

皇
后
）
の
結
婚
を
巡

る
宮
中
某
重
大
事
件
の
責
任
を
取
り
、
中
村
雄
次
郎
宮
内
大
臣
と
共

に
引
責
辞
任
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
正
十
一
年
三
月
に
退
官
し
た
飯
田
、戸
田
、上
田
の
三
人
の
「
退

官
手
当
給
与
の
儀
上
申
」「
退
職
手
当
給
与
の
儀
上
申
」
と
題
す
る

図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
に
宛
て
た
文
書
に
は
、
二
月
に
退
官
し
た
阿

部
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
「
病
気
に
由
り
」「
本
省
改
革
の
為
め
」

と
二
つ
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
ろ
っ
て
脳
神
経
衰
弱
症
に
か
か
る
の
は
不
自
然
だ
。
実

態
は
改
革
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
形
式
上
の
理
由

と
し
て
病
気
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
職
員
ら
は
偽
物
ま
が
い
の
診
断
書
ま
で
提
出
さ

せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
医
師
で
あ
り
、
部
下
の
職
員
を
監
督
す
る

立
場
に
あ
っ
た
鷗
外
は
、診
断
書
の
真
偽
も
把
握
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

実
録
編
修
の
体
制
を
拡
充
す
る
た
め
に
自
ら
が
採
用
し
た
職
員
が
こ

の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
鷗
外
の
心
境
は
い
か
ば
か
り
だ
っ

た
か
。

鷗外が決裁した編修官補免官の上申書と、添えられた医師の診断書（写）＝宮内公
文書館蔵の「図書寮　自大正十一年至大正十四年　進退録」



— 47 —

アジア時報

「
本
省
改
革
」
理
由
に
次
々
と

　

他
に
も
実
録
担
当
の
職
員
二
人
が
図
書
寮
を
去
っ
た
。
三
月
八
日

に
休
職
を
命
じ
ら
れ
た
宮
内
属
の
伊
川
譲
は
「
今
般
本
省
改
革
に
依

り
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
候
」
と
あ
り
、
人
員
整
理
だ
と
分
か
る
。
大
正

九
年
十
二
月
二
十
七
日
に
編
修
課
実
録
掛
と
な
り
、
第
一
部
実
録
編

修
補
助
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
文
部

省
維
新
史
料
編へ
ん
さ
ん纂
官
補
へ
転
任
し
た
編
修
官
補
の
高
橋
光
枝
も
、「
本

省
改
革
に
依
り
整
理
の
為
め
已や

む
を
得
ざ
る
に
出
た
る
次
第
に
付
」

と
理
由
は
明
確
だ
（
大
正
十
一
年
第
六
号
、
一
〇
号
文
書
）。

　

ま
た
、
高
齢
の
た
め
編
修
官
補
を
辞
し
た
後
に
図
書
寮
嘱
託
員
を

務
め
て
い
た
逸
見
仲
三
郎
は
、
大
正
十
年
十
月
七
日
に
図
書
寮
御
用

掛
と
な
り
、
十
二
月
二
十
日
に
は
御
用
掛
も
免
じ
ら
れ
た
。
明
治
二

十
六
年
六
月
か
ら
図
書
寮
に
務
め
、
皇
統
譜
や
実
録
の
編
修
に
従
事

し
て
き
た
古
参
だ
っ
た
（
図
書
寮
「
進
退
録
」
大
正
十
一
年
第
一
一

号
文
書
な
ど
）。

　

大
正
十
年
十
二
月
以
降
、
図
書
寮
で
多
数
の
職
員
が
退
官
、
休
職
、

転
任
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
う
ち
編
修
官
補
二
人
と
宮
内
属
一
人
、

雇
員
二
人
の
計
五
人
が
『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
担
当
だ
っ
た
。
鷗
外

が
実
録
編
修
の
た
め
に
新
た
に
採
用
し
た
十
二
人
の
う
ち
、
阿
部
、

高
橋
、
山
本
、
中
野
の
四
人
が
二
年
を
待
た
ず
に
図
書
寮
を
去
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
『
職
員
録
』で
図
書
寮
の
欄
に
名
前
が
記
さ
れ
た
職
員
数（
御
用
掛
、

退官手当給与の上申書には退官理由に「病気」「本省改革」と書かれている＝同
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嘱
託
な
ど
を
含
む
。
大
正
八
年
ま
で
は
そ
の
年
五
月
一
日
、
九
年
以

降
は
七
月
一
日
現
在
の
も
の
）
を
見
る
と
、
大
正
六
年
十
九
人
、
大

正
七
年
十
九
人
、
大
正
八
年
二
十
人
、
大
正
九
年
三
十
四
人
、
大
正

十
年
四
十
四
人
（
実
際
は
四
十
三
人
）
と
鷗
外
就
任
後
に
増
加
を
た

ど
っ
た
が
、
大
正
十
一
年
は
二
十
七
人
と
大
幅
に
減
少
し
た
。

拡
充
し
た
組
織
を
崩
さ
れ

　

鷗
外
は
職
員
数
を
増
や
す
計
画
を
大
臣
に
上
申
し
た
だ
け
で
な

く
、
人
選
に
も
関
わ
っ
た
よ
う
だ
。
編
修
官
補
で
慶
応
出
身
の
武
田

勝
蔵
は
、
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
宮
内
省
の
性
質
慣
習

上
か
ら
帝
大
、国
学
院
の
出
身
が
指
名
的
に
採
用
さ
れ
」
て
い
た
が
、

武
田
は
父
が
宮
内
省
に
在
官
し
た
縁
故
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
志
願
し

た
。
採
用
後
に
宮
内
省
職
員
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、「
博
士
（
＝

鷗
外
）
は
自
分
（
＝
武
田
）
の
志
願
に
つ
い
て
慶
応
で
も
人
物
学
歴

が
確
か
で
あ
れ
ば
さ
し
つ
か
い
な
か
ろ
う
と
云
わ
れ
た
」と
い
う（
武

田
勝
蔵
「
鷗
外
博
士
の
思
い
出
」『
鷗
外
全
集
』
月
報
22
、岩
波
書
店
、

一
九
五
三
年
）。

　

ま
た
古
参
の
編
修
官
の
芝し
ば

葛か
ず

盛も
り

は
「
編
修
従
事
者
の
人
選
に
は
、

わ
た
く
し
等
か
ら
見
て
稍や
や

適
材
と
思
わ
れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
は
遺

憾
で
あ
っ
た
が
、是こ
れ

は
亦ま
た

先
生
の
故こ
き
ゅ
う旧
（
＝
古
く
か
ら
の
知
り
合
い
）

に
厚
か
っ
た
温
情
の
顕
わ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
」
と
記

し
た
（
芝
葛
盛
「
図
書
頭
と
し
て
の
森
鷗
外
先
生
」『
鷗
外
全
集
』

月
報
19
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）。
人
選
に
鷗
外
の
意
向
が
反

映
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

鷗
外
は
新
人
職
員
に
直
接
指
導
も
し
た
。
後
に
学
習
院
、
東
京
大

の
教
授
に
転
じ
た
編
修
官
補
の
板
沢
武
雄
は
、
鷗
外
か
ら
「
外
国
関

係
文
書
の
整
理
、
分
類
、
カ
ー
ド
の
と
り
方
な
ど
て
ず
か
ら
教
え
ら

れ
た
」と
回
想
し
た
と
い
う（
丸
山
忠
綱「
板
沢
武
雄
先
生
追
悼
」『
法

政
史
学
』
第
一
五
号
、
法
政
大
学
史
学
会
、
一
九
六
二
年
）。
手
塩

に
掛
け
て
歴
史
分
野
の
専
門
職
官
僚
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
。

　

図
書
寮
の
編
集
体
制
を
着
々
と
拡
充
し
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
作

業
に
取
り
組
む
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
宮
内
省
に
よ
る
突
然
の

リ
ス
ト
ラ
に
よ
り
、
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
鷗
外
は
自
ら
が
採
用
し

た
職
員
が
退
官
す
る
手
続
き
の
公
文
書
を
、
図
書
頭
と
し
て
一
枚
一

枚
決
裁
し
た
。

　

リ
ス
ト
ラ
は
上
野
に
あ
る
帝
室
博
物
館
で
も
行
わ
れ
た
。
総
長
を

兼
務
し
て
い
た
鷗
外
は
大
正
十
年
十
二
月
十
二
日
の
賀
古
鶴
戸
宛
書

簡
で
「
上
野
は
大
更
迭
に
相あ
い

成な
り

候そ
う
ろ
う」
と
伝
え
た
。
天
皇
が
任
命
、

裁
可
す
る
高
等
官
で
あ
る
課
長
二
人
が
、
十
二
月
に
免
官
と
な
っ
た

の
だ
（
大
臣
官
房
総
務
課
、
大
臣
官
房
秘
書
課
「
大
正
十
年　

進
退

録
四　

高
等
官
の
部
」
第
三
七
五
号
文
書
）。『
職
員
録
』
に
記
さ
れ

た
東
京
帝
室
博
物
館
の
職
員
数
（
評
議
員
と
学
芸
委
員
を
除
く
。
い

ず
れ
の
年
も
七
月
一
日
時
点
）
は
、
大
正
十
年
の
五
十
三
人
か
ら
大

正
十
一
年
は
三
十
人
と
激
減
し
た
。

　

大
正
十
年
末
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
は
、
宮
内
官
僚
と
し
て
憂
鬱

■鷗外在任時の図書寮の職員数

年（大正） 大正六年 七年 八年 九年 十年 十一年

鷗外在任時の
図書寮の職員数 19 19 20 34 43 27
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な
時
期
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

陥
落
し
た
山
県
閥

　

鷗
外
が
突
然
直
面
し
た
宮
内
省
の
リ
ス
ト
ラ
は
、
な
ぜ
行
わ
れ
た

の
か
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
二
月
十
九
日
、
宮
内
大
臣
に
牧ま
き

野の

伸の
ぶ

顕あ
き

が
就
任
し
た
こ
と
が
鷗
外
に
暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

　

宮
中
某
重
大
事
件
を
巡
り
引
責
辞
任
し
た
前
大
臣
の
中
村
雄
次
郎

は
陸
軍
出
身
で
、
長
州
閥
の
重
鎮
で
あ
る
元
老
・
山や
ま
が
た県
有あ
り

朋と
も

に
若
い

頃
か
ら
仕
え
た
側
近
だ
っ
た
。
鷗
外
の
友
人
で
軍
医
の
賀
古
鶴
戸
と

共
に
、
山
県
に
よ
る
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
の
欧
州
視
察
に

同
行
し
て
い
る
。

　

一
方
、
牧
野
は
、
薩
摩
藩
士
と
し
て
明
治
維
新
の
立
役
者
だ
っ
た

大お
お

久く

保ぼ

利と
し

通み
ち

の
次
男
で
あ
る
。
外
務
省
出
身
で
文
部
大
臣
や
外
務
大

臣
な
ど
を
歴
任
し
た
非
山
県
系
の
大
物
だ
。
牧
野
は
事
務
方
ト
ッ
プ

の
宮
内
次
官
に
、
自
ら
に
近
く
静
岡
県
知
事
を
務
め
て
い
た
関
屋
貞

三
郎
を
新
た
に
登
用
し
た
。
中
村
と
共
に
交
代
さ
せ
ら
れ
た
前
次
官

の
石
原
健
三
も
山
県
系
の
内
務
官
僚
だ
っ
た
た
め
、
宮
内
省
ト
ッ
プ

と
ナ
ン
バ
ー
2
の
二
人
が
山
県
系
か
ら
非
山
県
系
へ
と
入
れ
替
わ
っ

た
の
だ
。

　

明
治
期
以
来
、
宮
内
省
に
お
い
て
影
響
力
を
保
っ
て
き
た
山
県
閥

は
こ
こ
に
陥
落
し
た
。
宮
中
某
重
大
事
件
で
皇
太
子
と
久く

邇に

宮の
み
や

良な
が

子こ

の
結
婚
に
反
対
し
た
山
県
自
身
の
権
威
も
失
墜
し
、
宮
内
官
僚
と

し
て
の
鷗
外
は
政
治
的
な
後
ろ
盾
を
失
っ
た
。
ち
な
み
に
良
子
の
母

■大正期の宮内省幹部と山県有朋との関係

大臣 次官 帝室博物館
総長兼図書頭

大正元年

〇渡辺千秋
〇河村金五郎

二年

三年

四年

△波多野敬直

五年

〇石原健三

六年

七年

〇森林太郎

八年

九年

十年 〇中村雄次郎

十一年 ×牧野伸顕 ×関屋貞三郎

〇は山県系、△は山県と距離、×は薩摩系
※区分は『倉富勇三郎日記』第一巻の解説より

■鷗外在任時の図書寮の職員数

年（大正） 大正六年 七年 八年 九年 十年 十一年

鷗外在任時の
図書寮の職員数 19 19 20 34 43 27
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は
、
旧
薩
摩
藩
主
の
島
津
家
出
身
だ
っ
た
。

　

牧
野
が
取
り
組
ん
だ
の
が
、
官
制
改
正
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
と
い
う

宮
内
省
改
革
だ
っ
た
。
大
正
・
昭
和
期
に
東
京
日
日
新
聞
の
宮
内
省

担
当
記
者
だ
っ
た
藤と

樫が
し

準じ
ゅ
ん

二じ

は
、
当
時
の
転
換
を
こ
う
記
す
。

「
国
運
の
隆
盛
と
と
も
に
、
宮
内
省
も
ま
す
ま
す
膨
張
の
一
途
を

た
ど
っ
た
が
、
大
正
十
年
に
長
州
が
ひ
さ
し
く
陣
取
っ
て
い
た
宮

内
大
臣
の
椅
子
を
薩さ
つ

派は

の
牧
野
伸
顕
伯は
く

が
う
ば
い
と
っ
た
と
き
、

綱
紀
粛
正
を
さ
け
ん
で
主と
の
も殿
の
ほ
か
新
設
の
二
寮
を
廃
止
し
、
定

員
六
千
百
七
十
九
人
を
四
千
八
百
六
十
八
人
に
整
理
し
た
の
が
、

最
大
の
改
革
で
あ
っ
た
」（
藤
樫
『
千
代
田
城　

宮
廷
記
者
四
十

年
の
記
録
』
光
文
社
、
一
九
五
八
年
）

　

着
任
か
ら
間
も
な
い
同
年
四
月
、
牧
野
の
命
を
受
け
て
関
屋
ら
事

務
方
幹
部
に
よ
る
秘
密
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
人
員
整
理
の
準
備
に

着
手
し
た
。
最
終
的
に
は
現
状
維
持
と
な
っ
た
も
の
の
、
鷗
外
が
総

長
を
務
め
る
帝
室
博
物
館
の
縮
小
や
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
京
都
博

物
館
の
廃
止
も
検
討
課
題
に
上
っ
た
（『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
三
巻
、

永
井
和
氏
の
解
説
）。

牧
野
大
臣
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
の
狙
い

　

牧
野
大
臣
に
よ
る
官
制
改
正
は
大
正
十
年
十
月
七
日
に
公
布
さ
れ

た
。
当
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
宮
内
官
制
改
正
／
本
日
公
布

＝
局
課
廃
合
職
員
淘
汰
」
と
の
見
出
し
で
、
概
要
と
理
由
が
記
さ
れ

て
い
る
。

「
世
界
大
戦
後
に
於
け
る
一
般
経
済
界
不
振
の
結
果
は
延ひ

い
て
帝

室
御
財
政
上
に
も
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
を
免
れ
ず
、
是こ
れ

が
為た
め

大

奥
の
御ご

用よ
う

度ど

に
就つ
い

て
は
万
端
緊
縮
を
旨
と
せ
ら
る
ゝ
折お
り
か
ら柄

、
宮
内

省
と
し
て
も
経
常
費
額
の
節
約
を
図
る
の
必
要
を
認
め
併
せ
て
事

務
の
簡か
ん

捷し
ょ
うを
期
す
る
の
趣
旨
よ
り
局
課
の
廃
合
を
断
行
し
、
是
に

伴
ひ
一
部
職
員
の
淘
汰
を
行
ふ
（
中
略
）
年
間
約
五
十
万
円
乃な
い
し至

一
百
万
円
を
節
約
し
得
る
見
込
み
な
り
。
退
官
者
は
勅
任
官
十
余

名
、
奏
任
官
二
十
余
名
、
判
任
官
二
百
余
名
に
及
ぶ
べ
し
」

　
『
原
敬
日
記
』
の
十
月
五
日
条
に
は
、原
と
面
会
し
た
牧
野
が
「
宮

内
省
の
改
革
は
断
行
の
外ほ
か

な
く
、
差さ
し

向む

き
冗
じ
ょ
う

員い
ん

百
五
十
名
斗ば
か

り
も
罷

免
を
要
す
る
筈は
ず

な
り
」
と
伝
え
た
と
記
さ
れ
る
。

　
『
鷗
外
日
記
』
で
関
連
記
述
の
初
出
は
、九
月
二
十
六
日
条
の
「
関

屋
次
官
が
冗
員
を
沙よ
な

げ
る
事
を
言
う
」
で
あ
る
。「
冗
員
を
沙
げ
る
」

と
は
無
駄
な
人
員
を
よ
り
わ
け
る
と
の
意
味
で
、
人
員
整
理
に
つ
い

て
伝
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。
九
月
三
十
日
条
に
は
秘
密
委
員
会
メ
ン

バ
ー
で
宮
内
省
調
査
課
長
の
大
谷
正
男
を
訪
ね
て
「
事
を
言
う
」
と

あ
り
、
翌
十
月
一
日
条
で
も
大
谷
と
関
屋
に
会
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

公
表
直
前
の
官
制
改
正
が
話
題
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

牧
野
は
公
布
当
日
の
十
月
七
日
午
前
十
一
時
、
各
部
局
長
の
高
等

官
を
宮
内
省
の
大
臣
官
房
会
議
室
に
呼
び
訓
示
を
し
た
。
膨
張
し
て

い
た
経
費
の
節
約
を
第
一
の
理
由
に
挙
げ
、
続
い
て
以
下
の
よ
う
に

第
二
の
理
由
を
挙
げ
た
。

「
積せ
き

習し
ゅ
うに
染
み
て
宮
政
の
阻そ

滞た
い

を
思
は
ざ
る
が
如
き
は
断
じ
て
不
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可
な
り
。
組
織
の
改
む
べ
き
も
の
は
適
当
に
之こ
れ

を
更
め
、
煩は
ん

瑣さ

を

除
き
て
円
滑
を
求
め
、
繁は
ん

重じ
ゅ
うを

避
け
て
簡
便
に
就
き
、
以
て
益ま
す

ゝま
す

事
務
の
敏
活
を
期
せ
ざ
る
可べ
か

ら
ず
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
十

年
十
月
七
日
夕
刊
、
一
面
）

　
「
積
習
」
つ
ま
り
、
長
き
に
渡
る
し
き
た
り
を
、
リ
ス
ト
ラ
を
機

に
改
め
て
事
務
の
簡
素
化
、
効
率
化
を
図
る
と
言
う
の
だ
。

　

欧
州
で
は
ロ
シ
ア
革
命
や
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
王
室
が
崩
壊

し
、
大
衆
化
の
波
が
日
本
に
も
押
し
寄
せ
て
い
た
。
日
本
政
府
や
宮

内
省
は
、
皇
室
の
あ
り
方
を
今
後
ど
の
よ
う
に
模
索
す
べ
き
か
と
い

う
難
題
に
直
面
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
牧
野
は
皇
室
を
大
衆
化
し
て
乗
り
切
る
方

向
に
舵
を
切
ろ
う
と
試
み
た
。
皇
太
子
の
メ
デ
ィ
ア
露
出
を
高
め
る

な
ど
し
、
大
衆
に
近
い
存
在
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
皇
室
像
を
目
指
し

た
。
そ
の
た
め
に
旧
態
依
然
と
し
た
事
務
の
あ
り
方
を
刷
新
す
る
必

要
が
あ
り
、
抵
抗
勢
力
と
な
り
か
ね
な
い
守
旧
派
を
淘
汰
す
る
狙
い

も
あ
っ
た
（
坂
本
一
登
「
新
し
い
皇
室
像
を
求
め
て
─
大
正
後
期
の

親
王
と
宮
中
─
」『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
・
20　

宮
中
・
皇
室
と

政
治
』
山
川
出
版
、
一
九
九
八
年
）。

大
衆
化
か
歴
史
的
確
か
さ
か

　

一
方
、
皇
室
の
危
機
に
対
し
て
鷗
外
が
追
求
し
た
の
は
、
天
皇
の

歴
史
的
根
拠
を
確
実
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。「
普
請
中
」
の
日
本
は
、

歴
史
上
脈
々
と
続
く
と
さ
れ
る
天
皇
を
近
代
国
家
の
中
心
に
据
え
る

も
の
の
、
歴
史
的
根
拠
が
「
不
調
べ
」
で
内
実
は
空
疎
だ
と
見
抜
い

て
い
た
。

　

晩
年
に
史
伝
と
い
う
新
た
な
形
の
小
説
や
宮
内
省
で
の
歴
史
事
業

に
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
、「
過
去
を
事
実
に
基
づ
き
検
証
す
る
こ

と
で
、
帝
室
の
連
続
性
を
保
証
せ
ん
と
す
る
鷗
外
の
姿
」
が
浮
か
び

上
が
る
と
鷗
外
研
究
者
の
村
上
裕
紀
氏
は
指
摘
す
る
。
歴
史
を
捉
え

直
す
こ
と
は
眼
前
の
国
家
を
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
り
、「
帝
室
の
連

続
性
に
支
え
ら
れ
た
理
想
的
国
家
の
夢
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と

い
う
（
村
上
「
接
続
す
る
『
神
話
』

─
『
天
皇
皇
族
実
録
』『
日

本
神
話
』『
北
条
霞
亭
』」）。

　

民
主
化
、
大
衆
化
と
い
う
風
潮
の
中
、
天
皇
を
否
定
す
る
社
会
主

義
思
想
ま
で
徐
々
に
広
が
っ
て
い
た
。
鷗
外
の
取
り
組
み
は
、
そ
う

牧野伸顕
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し
た
時
勢
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
確
固
と
し
た
帝
室
の
背
骨
を
整
え
よ

う
と
い
う
意
図
の
下
、
考
証
に
よ
っ
て
歴
史
を
鍛
え
直
す
作
業
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
天
皇
皇
族
実
録
』
と
六
国
史
校
訂
準
備
作
業
の
両
事
業
を
鷗
外

は
統
括
し
て
お
り
、
有
機
的
に
関
連
さ
せ
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
よ

う
だ
。
古
代
の
天
皇
や
皇
族
の
実
録
を
執
筆
す
る
際
に
引
用
す
る
の

が
、日
本
書
紀
な
ど
の
六
国
史
で
あ
る
。
原
典
が
正
確
で
な
け
れ
ば
、

歴
史
的
根
拠
は
確
か
な
も
の
に
な
り
得
な
い
。

　

六
国
史
の
校
訂
は
明
治
期
に
始
ま
っ
た
第
一
次
事
業
を
継
ぐ
も
の

で
、
大
正
八
年
か
ら
の
第
二
次
事
業
は
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
長
に

鷗
外
が
自
ら
就
い
た
。
こ
の
他
に
五
味
均
平
、
佐
伯
有
義
、
田
辺
勝

哉
、
秋
山
光
夫
、
池
田
四
郎
次
郎
の
六
人
体
制
で
進
め
ら
れ
た
。

　

第
二
次
事
業
当
時
の
史
料
は
、
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫
が
所
蔵
し
て

い
る
。
こ
の
中
に
作
成
者
や
年
月
日
の
記
載
が
な
い
建
言
書
が
一

綴つ
づ
りあ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
提
案
通
り
に
第
二
次
事
業
が
進
ん
だ
。

（
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫
蔵
「
校
訂
六
国
史　
（
校
合
本
）」
に
収
め
ら

れ
た
「
六
国
史
関
係
雑
書
類
」）。

　

大
正
八
年
十
月
三
十
日
に
開
か
れ
た
第
三
回
準
備
委
員
会
議
の
決

議
録
に
よ
る
と
、「
森
委
員
長
の
意
見
に
基も
と
づき
」
当
初
使
用
し
て
い

た
底
本
（
拠
り
所
と
な
る
テ
キ
ス
ト
）
を
、
よ
り
古
い
時
代
の
も
の

に
変
更
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
建
言
書
の
提
案
の
内
容
と
一
致

す
る
。「
森
委
員
長
の
意
見
」
と
い
う
の
が
こ
の
建
言
書
を
指
す
と

推
測
で
き
、
鷗
外
が
作
成
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

鷗
外
が
指
揮
し
た
準
備
委
員
会
の
問
題
意
識
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
だ
。

　

建
言
書
は
、
ま
ず
「
六
国
史
は
我
国
の
正
史
に
し
て
国
家
の
宝ほ
う
て
ん典

之こ
れ

よ
り
重
き
は
無
し
」
と
位
置
づ
け
る
。
当
時
の
校
訂
作
業
で
使
用

し
て
い
た
版
本
の
誤
り
を
具
体
的
に
複
数
指
摘
し
、
更
に
古
い
時
代

の
版
本
に
変
更
す
べ
き
だ
と
提
案
し
た
。
そ
し
て
「
国
家
至
重
の
宝

典
た
る
六
国
史
に
し
て
斯か
く

の
如
き
誤ご

謬び
ゅ
うあ

る
は
単
に
史
学
上
の
み
な

ら
ず
国
体
上
一
日
も
放
棄
す
可べ
か

ら
ざ
る
儀
と
存
ぜ
ら
れ
候
」と
し
て
、

作
業
を
急
ぐ
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

歴
史
書
の
誤
り
は
「
国
体
上
一
日
も
放
棄
す
可
ら
ざ
る
儀
」
で
あ

り
、
国
家
体
制
の
重
大
問
題
だ
と
し
た
。
牧
野
大
臣
の
改
革
と
鷗
外

の
事
業
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
君
主
制
の
危
機
に
い
か
に
備
え
る

か
と
い
う
目
的
は
同
じ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
皇
室
の
大
衆
化
を
進
め

た
牧
野
に
対
し
、
歴
史
に
回
帰
し
た
鷗
外
で
は
方
向
が
逆
だ
っ
た

日
記
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
大
臣
訓
示

　

宮
内
省
の
改
革
に
着
手
し
た
牧
野
に
対
し
、
鷗
外
は
ど
の
よ
う
な

思
い
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
日
記
や
書
簡
に
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
な
い
。
た
だ
、
行
動
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

高
等
官
で
部
局
長
の
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
は
、
牧
野
大
臣

の
訓
示
を
直
接
聞
く
立
場
に
あ
っ
た
。
だ
が
、『
鷗
外
日
記
』
大
正

十
一
年
十
月
七
日
条
に
は
「
参
館
」
と
あ
り
、
上
野
に
あ
る
帝
室
博

物
館
に
出
勤
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
内
省
で
行
わ
れ
た
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大
臣
の
訓
示
に
参
列
し
た
と
の
記
述
は
な
い
。
代
わ
り
に
、
山
県
か

ら
煙
草
を
贈
ら
れ
、御
礼
を
述
べ
に
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
帝
室
会
計
審
査
局
長
官
（
図
書
頭
と
同
等
の
勅
任
官
に
相

当
）
と
宗
秩
寮
総
裁
事
務
取
扱
を
兼
ね
て
い
た
倉
富
勇
三
郎
は
『
倉

富
日
記
』
十
月
七
日
条
に
、
午
前
十
一
時
に
会
議
室
で
牧
野
の
訓
示

を
聞
い
た
後
、
会
計
審
査
局
と
宗
秩
寮
に
赴
き
、
そ
の
内
容
を
各
職

員
に
伝
え
た
と
記
す
。

　

図
書
寮
や
帝
室
博
物
館
の
職
員
に
対
し
て
は
、
鷗
外
が
訓
示
の
内

容
を
伝
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。
鷗
外
は
牧
野
の
訓
示
を
聞
き

に
行
か
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
聞
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
記

に
記
さ
な
か
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
確
か
な
の
は
、
牧
野
主
導

の
官
制
改
革
が
発
表
さ
れ
た
日
に
、
牧
野
と
距
離
が
あ
る
山
県
に
会

い
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
天
皇
皇
族
実
録
』
遅
延
の
理
由

　
『
天
皇
皇
族
実
録
』
に
つ
い
て
、
鷗
外
の
計
画
で
は
大
正
九
（
一

九
二
〇
）
年
か
ら
八
年
間
で
完
成
さ
せ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、

着
手
か
ら
二
年
余
の
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
七
月
に
死
去
し
、

見
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
作
業
は
遅
れ
、
計
画

通
り
終
わ
る
見
込
み
も
立
た
な
か
っ
た
。

　

鷗
外
の
後
任
に
就
い
た
図
書
頭
・
杉
栄
三
郎
が
大
正
十
四
（
一
九

二
五
）
年
二
月
、
牧
野
宮
内
大
臣
へ
提
出
し
た
「
天
皇
皇
族
実
録
編

修
に
関
す
る
件
」
と
題
す
る
文
書
は
、
遅
れ
た
要
因
と
し
て
以
下
の

三
点
を
挙
げ
た
（
宮
内
公
文
書
館
蔵
の
図
書
寮
「
自
大
正
十
一
年
至

十
五
年　

例
規
録
」
大
正
十
四
年
第
四
号
文
書
）。

　

⑴
採
取
す
る
史
料
が
予
定
よ
り
も
多
く
な
っ
た

　

⑵ 

従
来
の
編
集
様
式
（
紀
事
本
末
体
）
で
は
構
成
が
複
雑
に
な
り
、

執
筆
に
不
便
だ
っ
た

　

⑶
編
修
に
従
事
す
る
ス
タ
ッ
フ
が
減
員
さ
れ
た

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
遅
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
紀
事
本
末
体

の
編
修
様
式
を
改
め
、
そ
れ
以
前
の
編
年
体
へ
戻
す
こ
と
を
申
し
出

る
内
容
だ
。
実
際
に
は
鷗
外
の
死
か
ら
約
一
年
後
の
大
正
十
二
（
一

九
二
三
）
年
六
月
十
四
日
、
杉
の
下
で
編
修
様
式
を
編
年
体
に
改
め

て
各
編
修
官
に
担
当
を
振
り
分
け
て
い
た
（
図
書
寮
「
進
退
録
」
大

正
十
二
年
第
一
六
号
文
書
）
が
、
正
式
に
大
臣
に
申
し
出
た
。

　

遅
れ
に
つ
い
て
所
功
・
京
都
産
業
大
名
誉
教
授
は
論
文
「『
天
皇
・

皇
族
実
録
』
の
成
立
過
程
」
で
、
杉
の
文
書
に
基
づ
き
「
根
本
的
に

は
従
来
の
『
紀
事
本
末
体
』
で
は
構
成
が
複
雑
多
岐
に
亘
り
計
画
的

な
執
筆
が
難
し
い
た
め
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
鷗
外
が
採
用
し
た
紀
事
本
末
体
が
主
な
理
由
な
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、
宮
内
省
の
大
方
針
と
し
て
大
正
十

年
の
官
制
改
革
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
た
た
め
、
⑶
を
改
善
し

て
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
。
ま
し
て
、
文
書
の
宛

先
で
あ
る
牧
野
は
リ
ス
ト
ラ
を
主
導
し
た
本
人
で
あ
る
。
編
修
ペ
ー

ス
を
上
げ
る
に
は
、
⑵
を
改
善
す
る
選
択
肢
し
か
な
か
っ
た
の
が
実

情
だ
。
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『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
編
集
過
程
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
大

正
十
四
年
に
図
書
頭
の
杉
が
大
臣
の
牧
野
に
提
出
し
た
こ
の
文
書
を

基
に
考
察
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
公
式
見
解
で

あ
り
、
他
の
公
文
書
か
ら
編
集
過
程
の
実
態
を
探
り
直
す
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

人
員
削
減
が
直
撃

　

杉
に
よ
る
文
書
は
鷗
外
の
死
か
ら
二
年
半
後
に
立
案
さ
れ
た
。
そ

れ
以
前
の
公
文
書
を
確
認
し
た
い
。

　

図
書
寮
「
大
正
八
年　

例
規
録
四
」
と
い
う
冊
子
に
、「
第
六
号　

天
皇
皇
族
実
録
編
修
八
年
計
画
に
関
す
る
件
（
十
二
月
）」
と
い
う

文
書
が
あ
る
。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
「
五
、
歴
代
天
皇
皇こ
う

胤い
ん

の
実
録

並な
ら
び
に

資
料
数
量
表
一
」
の
中
に
「
天
皇
皇
族
実
録
編
修
分
担
割
」
と

い
う
項
目
が
あ
る
。
八
年
計
画
を
二
年
ず
つ
四
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
第
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
の
五
班
が
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
に
何

枚
の
実
録
を
執
筆
す
る
か
の
計
画
が
作
ら
れ
て
い
る
。
第
二
期
の

ペ
ー
ジ
の
上
端
に
、
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
毛
筆
の

メ
モ
書
き
が
あ
る
。

「
編
修
官
補
一
人
写
字
一
人
減
員
に
付
き
能
率
五
対
一
、
五
を
減

す
る
も
の
と
見み

な做
し
之
に
伴
ひ
期
間
を
延
長
す
」（「
五
味
」
の
朱

印
）

　

五
味
は
大
正
十
二
年
七
月
ま
で
図
書
寮
図
書
課
長
兼
事
務
官
を
務

め
た
。編
修
官
補
と
写
字
生
の
リ
ス
ト
ラ
に
関
す
る
内
容
で
、「
五
味
」

の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
編
修
官
補
の
人
員
削
減
が
確
認

で
き
る
大
正
十
一
年
初
め
か
ら
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
追
記
さ
れ

た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
第
二
期
（
大
正
十
一
、十
二
年
）
の
各
部
の
「
成
功
期
間
」

が
書
か
れ
た
上
端
に
、
延
長
後
の
新
た
な
期
間
が
以
下
の
よ
う
に
追

記
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
「
一
年
六
ヶ
月
」	

→
「
二
年
一
月
」 （
追
記
部
分
、
以

下
同
）

　

第
二
部
「
二
年
三
ヶ
月
」	

→
「
三
年
二
月
」

　

第
三
部
「
一
年
一
ヶ
月
」	

→
「
一
年
四
月
」

　

第
四
部
「
一
年
十
一
ヶ
月
」	

→
「
二
年
八
月
」

　

第
五
部
「
一
年
十
ヶ
月
」	

→
「
二
年
七
月
」

　

大
正
十
年
十
月
の
官
制
改
革
が
、
大
正
九
年
秋
か
ら
順
次
始
ま
っ

た
『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
編
集
作
業
を
直
撃
し
た
こ
と
は
確
実
だ
。

遅
延
報
告
を
毎
月
決
裁

　

具
体
的
に
遅
れ
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
も
あ
っ
た
。

　

宮
内
公
文
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・

画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
で
「
実
録
」「
大
正
」「
図
書
寮
」
な
ど
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
入
力
し
、
関
係
あ
り
そ
う
な
名
称
の
文
書
を
探
し
た
。
す

る
と
「
実
録
成
績
報
告
」
と
題
す
る
文
書
が
三
件
ヒ
ッ
ト
し
た
。

　

宮
内
公
文
書
館
に
電
話
で
閲
覧
の
予
約
を
し
た
後
、
メ
ー
ル
で
閲

覧
希
望
の
文
書
名
を
伝
え
、
後
日
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
地
下
一
階
に
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あ
る
宮
内
公
文
書
館
に
赴
く
。
冊
子
を
め
く
る
と
、
第
一
部
か
ら
第

五
部
ま
で
各
班
の
編
修
主
任
で
あ
る
編
修
官
が
毎
月
、
そ
の
月
に
収

集
し
た
資
料
と
起
草
し
た
実
録
の
枚
数
を
記
録
し
、
図
書
頭
の
鷗
外

が
決
裁
の
花
押
を
記
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
鷗
外
在
職
時
の
大

正
期
に
お
け
る
編
集
の
進
ち
ょ
く
状
況
そ
の
も
の
が
記
さ
れ
た
公
文

書
だ
。

　

中
で
も
「
大
正
十
一
年　

実
録
成
蹟
報
告　

図
書
寮
」（
宮
内
公

文
書
館
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
「
成
績
報
告
」
と
な
っ
て
い
る
）
と

題
す
る
文
書
に
は
、第
三
部
（
編
集
主
任
は
編
修
官
の
本
多
辰
次
郎
）

の
大
正
十
一
年
四
月
の
報
告
部
分
に
、
四
月
末
時
点
に
お
け
る
実
際

の
起
草
枚
数
と
予
定
枚
数
の
比
較
表
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　

実
録　
　
　
　
　
　

起
草
枚
数　
　

予
定
枚
数　
　
　

増
減

後
桃
園
院
天
皇
実
録　
四
五
枚
・
一
九
行　
七
〇
枚　

減　

三
四
枚
強

光
格
天
皇
実
録　
　
　
六
八　
・
一
九　
一
五
六
枚　

減　

八
五
枚
強

仁
孝
天
皇
実
録　
　
　
八
六　
・
一
九　
一
〇
〇
枚　

減　

一
三
枚
強

孝
明
天
皇
実
録　
　
　
一
七
六
・
二
二　
三
〇
〇
枚　

減
一
二
三
枚
強

　　

い
ず
れ
も
、
実
際
に
起
草
し
た
枚
数
が
、
予
定
枚
数
を
下
回
っ
て

い
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。

　

三
冊
残
さ
れ
た
「
実
録
編
集
報
告
」
の
冊
子
を
見
る
と
、
鷗
外
は

大
正
十
一
年
五
月
分
ま
で
毎
月
、
進
ち
ょ
く
状
況
の
報
告
に
決
裁
の

サ
イ
ン
を
記
し
た
。最
後
の
決
裁
は
六
月
一
日
作
成
の
文
書
で
あ
る
。

『天皇皇族実録』編修作業の遅れが記された報告書＝宮内公文書館蔵の「実録成蹟報
告　図書寮大正11年
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六
月
十
五
日
か
ら
は
病
床
に
伏
せ
て
出
勤
で
き
な
く
な
り
、
七
月
九

日
に
死
去
し
た
。

　

鷗
外
は
ど
の
程
度
、
編
集
作
業
が
遅
れ
て
い
る
か
を
逐
一
把
握
し

て
い
た
の
だ
。
当
初
八
年
間
で
事
業
を
終
わ
ら
せ
る
と
計
画
し
た
全

四
期
間
の
う
ち
、
第
一
期
の
完
了
さ
え
見
届
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
承

知
し
た
上
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
、
公
文
書
か
ら
裏
付
け
ら
れ
た
。

「
要
精
査
」
の
公
文
書

　

さ
ら
に
公
文
書
の
検
索
を
続
け
る
。「
実
録
成
績
報
告
」
と
い
う

文
書
に
編
集
作
業
が
分
か
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、「
実
録
」

「
大
正
」
な
ど
に
加
え
て
「
成
績
」「
報
告
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も

入
れ
て
検
索
範
囲
を
広
げ
て
み
た
。
す
る
と
、「
利
用
制
限
」
の
項

目
が
「
要
審
査
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
出
て
き
た
。「
有あ
り

栖す

川
が
わ
の

宮み
や

、
桂
か
つ
ら
の
み
や

宮
、　

閑か
ん

院い
ん
の

宮み
や

実
録
編
修
報
告
第
一
期
」
と
「
成
績
表　

大

正
九
年
七
月
以
後
」
と
い
う
二
つ
の
文
書
だ
。

　

通
常
の
文
書
は
「
利
用
制
限
」
の
項
目
が
「
全
部
利
用
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
非
開
示
の
文
書
が
含
ま
れ
る
場
合
は
「
一
部
利
用
」
と

の
表
記
に
な
る
。「
要
審
査
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
宮
内
庁
に
閲
覧
申

請
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
開
示
で
き
る
か
ど
う
か
の
審
査
が
必
要
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
ち
ら
は
い
つ
も
の
よ
う
に
電
話
と
メ
ー
ル
で
閲
覧
申
請
を
す
る

の
で
な
く
、
利
用
請
求
の
文
書
を
提
出
す
る
手
続
き
が
必
要
だ
。
令

和
三
（
二
〇
二
一
）
年
十
月
下
旬
、
筆
者
は
文
書
名
と
識
別
番
号
な

ど
を
記
入
し
た
書
類
を
郵
送
し
た
。

　

一
週
間
ほ
ど
た
つ
と
メ
ー
ル
で
通
知
書
が
届
き
、
利
用
可
能
だ
と

し
て
閲
覧
の
許
可
が
出
た
。
早
速
、
皇
居
に
あ
る
宮
内
公
文
書
館
へ

向
か
っ
た
。

編
修
官
は
「
毫
も
屈
撓
せ
ず
」

　

ま
ず
「
有あ
り

栖す

川が
わ
の

宮み
や

、
桂
か
つ
ら
の
み
や

宮
、　

閑か
ん

院い
ん
の

宮み
や

実
録
編
修
報
告
第
一
期
」

を
見
て
み
る
。
冊
子
の
中
に
「
有
栖
川
宮
、
桂
宮
、
閑
院
宮
実
録
編

修
報
告
の
件
」
と
い
う
文
書
が
あ
っ
た
。
編
修
官
で
第
一
部
編
修
主

任
の
久
保
得
二
が
大
正
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
作
成
し
た
も
の

で
、
決
裁
の
欄
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
。

「
十
年
に
至
り
逸
見
仲
三
郎
は
他
に
転
じ
、
井
川
譲
、
山
本
光
郎

二
人
前
後
相あ
い

踵つ

ぎ
新あ
ら
たに
当
部
に
入
つ
て
補
助
を
為な

す
あ
り
、
人
す

で
に
多
き
を
加
ふ
。
業
の
進
む
は
当
然
の
み
。
資
料
の
蒐
し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
と
実

録
の
起
草
と
両ふ
た

つ
な
が
ら
着
々
と
し
て
進
行
し
、
七
、
八
月
の
交

に
至
り
て
有
栖
川
家
を
畢お
わ

り
、
次
に
桂
家
に
移
り
、
十
二
月
の
末

に
之こ
れ

を
畢
り
、
十
一
年
一
月
閑
院
家
に
移
り
し
時
、
俄が
ぜ
ん然

従
事
員

を
減
ぜ
ら
れ
、
唯た

だ
武
田
勝
蔵
一
人
を
剰の
こ

す
の
み
と
な
り
し
が
、

毫ご
う

も
屈く
っ
と
う撓
（
＝
屈
服
）
せ
ず
、
更
に
余よ

勇ゆ
う

（
＝
有
り
余
る
勇
気
）

を
鼓こ

し
、四
月
の
末
に
至
り
て
幾ほ
と

ん
ど
之
を
畢
れ
り
。
知
る
べ
し
、

予
定
の
期
限
内
に
於お
い

て
資
料
・
実
録
は
略ほ

ぼ
完
成
し
た
る
こ
と
を
」

※
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
。

　

補
助
員
が
増
え
て
編
集
作
業
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
が
、
大
正
十
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一
年
一
月
に
突
然
職
員
が
削
減
さ
れ
、
編
修
官
の
久
保
と
編
修
官
補

の
武
田
の
二
人
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
経
験
豊
富
な

久
保
は
、
状
況
の
悪
化
に
屈
せ
ず
作
業
を
終
わ
ら
せ
た
と
自
負
し
て

い
る
。
人
員
削
減
に
言
及
す
る
一
方
、
紀
事
本
末
体
の
煩
雑
さ
に
は

触
れ
て
い
な
い
。

「
交
迭
減
員
は
大
な
る
原
因
」

　

次
に
「
成
績
表　

大
正
九
年
七
月
以
後
」
と
い
う
冊
子
を
開
く
。

こ
れ
に
所
収
さ
れ
た
「
伏
見
宮
実
録
編
修
報
告
の
件
」
は
、
第
二
部

担
当
編
修
主
任
の
編
修
官
・
田
辺
勝
哉
が
作
成
し
た
。
立
案
は
大
正

十
三
年
二
月
二
十
九
日
、
決
裁
は
同
年
四
月
二
十
六
日
で
、「
大
臣
」

の
下
に
サ
イ
ン
が
書
か
れ
、「
次
官
」
や
「
庶
務
課
長
」
な
ど
に
丸

が
付
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。

「
補
助
員
と
し
て
初
は
じ
め

編
修
官
補
秋
山
光
夫
、
同
板
沢
武
雄
の
二
人

な
り
し
が
、
大
正
十
年
三
月
板
沢
武
雄
職
を
辞
し
、
四
月
寺
井
種

長
之こ
れ

に
代か
わ

り
、
十
一
年
二
月
秋
山
光
夫
は
他
に
転
じ
た
り
。
写
字

生
は
初
は
じ
め

一
人
な
り
し
が
、
九
年
八
月
一
人
を
増
員
し
、
十
一
年
二

月
之
を
減
ぜ
ら
れ
、
爾じ

来ら
い

編
修
官
補
寺
井
種
長
、
雇
員
勅
使
川
原

万
次
の
二
人
に
て
編
修
完
成
当
時
に
至
れ
り
」

　

当
初
は
編
修
官
の
他
に
、
編
修
官
補
が
秋
山
と
板
沢
の
二
人
、
大

正
九
年
八
月
か
ら
写
字
生
が
二
人
に
増
え
て
計
五
人
体
制
だ
っ
た
。

板
沢
が
学
習
院
講
師
に
転
じ
て
辞
職
し
た
際
は
、
後
任
と
し
て
寺
井

が
補
充
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
十
一
年
二
月
に
編
修
官
補
の
秋

山
と
写
字
生
の
計
二
人
が
減
ら
さ
れ
、
田
辺
、
寺
井
、
勅
使
川
原
の

三
人
体
制
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

「
期
間
中
種し
ゅ
じ
ゅ々

の
事
情
に
因よ

り
三
年
二
個
月
を
要
し
、
定
め
ら
れ

た
る
完
成
期
に
後お
く

る
ゝ
こ
と
一
年
六
個
月
に
及
べ
り
。
其
の
主
要

な
る
理
由
は
、
前ぜ
ん
ち
ん陳
の
如
く
中
途
に
し
て
編
修
官
補
の
交こ
う
て
つ迭
減
員

及
び
写
字
生
の
減
員
せ
ら
れ
支
障
を
生
ぜ
し
こ
と
は
大
な
る
原
因

を
為な

せ
り
。
次
に
実
録
に
於
い
て
は
予
定
枚
数（
八
百
九
十
一
枚
）

よ
り
二
百
三
十
八
枚
を
減
じ
た
れ
ど
も
資
料
に
於
い
て
は
予
定
枚

数
（
二
千
七
百
三
十
八
枚
）
に
超
過
す
る
こ
と
三
千
五
百
七
十
三

枚
に
達
せ
り
」　

※
傍
線
は
筆
者

　

遅
れ
た
理
由
の
第
一
に
人
員
削
減
を
挙
げ
る
。
第
二
の
理
由
は
採

取
し
た
史
料
が
多
く
な
っ
た
こ
と
だ
。
そ
の
ほ
か
「（
資
料
の
）
採

録
に
多
く
の
日に
っ

子し

を
要
し
た
り
。
又
実
録
資
料
件
名
目
録
は
五
三
五

冊
の
多
き
に
達
し
其
の
作
成
に
予
想
以
上
の
時
日
を
要
し
た
り
」
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
要
審
査
」
だ
っ
た
二
つ
の
公
文
書
に
は
、
五
班
体
制
で
取
り
組

ん
だ
『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
編
修
体
制
の
う
ち
、
一
部
と
二
部
を
指

揮
す
る
編
修
官
が
自
ら
作
成
し
た
詳
細
な
報
告
が
残
さ
れ
て
い
た
の

だ
。理

由
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
紀
事
本
末
体

　

前
述
の
よ
う
に
、
図
書
頭
・
杉
栄
三
郎
が
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）

年
二
月
、
牧
野
宮
内
大
臣
へ
提
出
し
た
文
書
で
は
、
⑴
史
料
の
多
寡
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⑵
紀
事
本
末
体
の
複
雑
さ
⑶
人

員
削
減

─
を
編
集
作
業
が
遅

れ
た
理
由
に
挙
げ
る
。
だ
が
、

第
一
部
の
久
保
、
第
二
部
の
田

辺
の
報
告
は
共
に
⑶
を
指
摘

し
、
⑵
の
紀
事
本
末
体
と
い
う

叙
述
形
式
に
は
全
く
言
及
が
な

い
。
⑴
は
田
辺
の
み
が
触
れ
て

い
る
。

　

鷗
外
の
存
命
時
な
ら
上
官
の

図
書
頭
に
対
し
て
編
修
官
が
配

慮
し
、
鷗
外
が
導
入
し
た
紀
事

本
末
体
の
欠
点
を
指
摘
し
に
く

い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な

い
。
だ
が
、
二
つ
の
報
告
と
も

鷗
外
の
死
後
に
作
成
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
編
修
官
の
吉
田
増
蔵

が
担
当
し
た
第
五
部
（
第
一
期

は
後
陽
成
院
天
皇
か
ら
後
西
院

天
皇
ま
で
）
で
も
、
人
員
削
減

を
理
由
に
遅
れ
を
申
し
出
て
い

る
。
図
書
頭
心
得
と
な
っ
た
事

務
官
の
五
味
が
大
正
十
一
年
十
月
五
日
に
牧
野
大
臣
宛
に
提
出
し
た

「
報
告　

実
録
編
修
分
担
命
令
更
正
書
」
と
い
う
文
書
で
、
第
五
部

の
事
業
に
つ
い
て
「
成
功
期
間
大
正
十
一
年
十
月
迄ま
で

の
処
と
こ
ろ

補
助
一
人

減
員
に
付つ
き

大
正
十
二
年
三
月
迄
に
更
正
す
」
と
記
し
た
（
大
臣
官
房

秘
書
課
「
大
正
十
一
年　

進
退
録
三　

高
等
官
の
部
」
第
二
七
八
号

文
書
）。
五
味
は
鷗
外
の
死
の
直
後
、
臨
時
的
に
図
書
頭
心
得
と
し

て
職
務
を
継
い
で
い
た
。

　

実
録
編
修
に
関
わ
っ
た
編
修
官
と
事
務
官
は
、
遅
れ
た
要
因
が
人

員
削
減
に
あ
る
と
強
く
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。

完
成
の
可
能
性
が
残
る
唯
一
の
事
業

　

一
方
、
六
国
史
校
訂
の
第
二
次
事
業
は
、
鷗
外
の
死
か
ら
約
五
カ

月
後
の
大
正
十
一
年
十
二
月
に
完
了
し
た
。
図
書
頭
の
鷗
外
が
大
正

七
年
に
波は

た

の
多
野
敬よ
し

直な
お

宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
第
二
次
事
業
の
開
始
を

求
め
た
上
申
書
は
、
校
訂
を
終
え
た
後
に
「
勅
ち
ょ
く

撰せ
ん

国
史
の
定
本
を
作

成
す
る
に
非あ
ら

ざ
れ
ば
何
等
の
効
果
を
見
ざ
る
」
と
記
し
た
。
そ
の
た

め
に
「
追お
っ

て
幾
多
専
門
の
学
士
を
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
て
合
議
様
の
取
調
機
関
を

設
置
す
る
の
必
要
有こ
れ
あ
り之

候
」
と
提
案
し
て
い
る
。
実
際
、
大
正
十
年

五
月
五
日
の
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
で
「
追お
っ
て而
組
織
す
べ
き
委
員

会
」
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。
し
か
し
結
局
、
定
本
の
作
成
に
進

む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

校
訂
は
委
員
長
の
鷗
外
以
下
六
人
体
制
で
行
わ
れ
た
。
国
家
と
し

て
公
式
の
定
本
を
作
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
新
た
に
学
者
ら
に
よ
る
会
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議
体
を
作
る
こ
と
に
加
え
、
よ
り
多
く
の
編
修
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
に

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
臣
の
交
代
に
よ
り
状
況
は
一
変
し
た
。
大
正
十
年
十

月
に
牧
野
大
臣
の
下
で
人
員
整
理
が
始
ま
り
、
難
し
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
た
。
皇
室
の
大
衆
化
を
進
め
る
牧
野
は
、
鷗
外
と
目
指
す
方

向
が
異
な
っ
て
お
り
、
鷗
外
が
存
命
だ
っ
た
と
し
て
も
事
業
が
進
ま

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

図
書
寮
で
組
織
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
『
天
皇
皇
族
実
録
』
は
、

完
成
が
見
通
せ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
史
伝
を
契
機
に
新

し
い
歴
史
叙
述
の
方
法
を
模
索
す
る
中
で
採
用
し
た
紀
事
本
末
体
と

い
う
編
修
様
式
は
、
鷗
外
死
後
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
六
国

史
に
つ
い
て
は
、
校
訂
を
反
映
さ
せ
た
定
本
の
作
成
を
構
想
し
て
い

た
が
、
死
の
直
後
に
校
訂
ま
で
完
了
し
た
と
こ
ろ
で
事
業
は
打
ち
切

ら
れ
た
。

　

図
書
頭
と
し
て
取
り
組
ん
だ
鷗
外
に
よ
る
四
つ
の
主
な
事
業
の
う

ち
、
完
成
し
た
の
は
『
帝
諡
考
』
だ
け
だ
。
そ
れ
に
続
き
、
今
後
成

し
遂
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
残
る
は
、『
元
号
考
』
の
み
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
鷗
外
が
自
ら
筆
を
執
り
個
別
に
進
め
て
い
た
。

　

死
を
間
近
に
し
た
大
正
十
一
年
五
月
二
十
六
日
、
賀
古
宛
書
簡
で

『
元
号
考
』
を
「
最
大
著
述
」
と
表
現
し
た
の
は
、
残
り
の
人
生
を

賭
け
て
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
唯
一
」
で
「
最
大
」
の
も

の
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

　
〈
参
考
文
献
〉

　

吉
岡
真
之
「
明
治
・
大
正
期
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
校
訂
事
業
」

（『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
十
四
号
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
八
二
年
）

　

宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
『
宮
内
省
の
編
纂
事
業
』
宮
内
庁
書
陵
部
、

二
〇
〇
七
年

　　

次
回
は
「
第
十
回
　
着
手
し
な
か
っ
た
事
業
」


